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三春町文化部活動支援交付金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、小学生、中学生及び高校生（以下「小中学生等」という。）の文化部活動を

推進する活動を行う団体を支援するために交付する三春町文化部活動支援交付金（以下「交付金」

という。）の交付に関し、三春町補助金等の交付に関する規則（平成１７年３月１５日規則第５

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

（交付金の交付の対象者）

第２条 交付金の交付の対象者となる者（以下「対象者」という。）は、三春町内に所在し、小中

学生等の文化部活動を推進する活動を行う団体とする。

（交付金の交付を受けるための要件）

第３条 対象者は、交付金の交付を受けるに当たって、次の各号の要件を全て満たさなければなら

ない。

(１) 町内に所在し、小中学生等の文化部活動を推進する活動を実施すること。

(２) 小中学生等が６人以上参加すること。

（交付対象）

第４条 交付金の対象となる活動は次の各号に掲げるものとする。

（１）定期的な練習及び指導

（２）主催公演等の開催

（３）その他公演等への参加

（交付金の額）

第５条 交付金の額は、予算の範囲以内で町長が別に定める。

（交付申請）

第６条 交付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、三春町文化部活動支援

交付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

（１） 規約

（２） 名簿（小中学生等の参加状況がわかるもの）

（３） 事業計画が確認できる書類の写し（総会資料など）

（４） 活動状況が分かる書類（事業実績報告書や写真など）

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
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（交付決定及び通知）

第７条 町長は、前条の規定による交付金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、

交付金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、規則第６条に規定す

る補助金等交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

２ 町長は、交付金の交付決定をしたときは、速やかに三春町文化部活動支援交付金交付決定通知

書（様式第２号）により、申請者に通知しなければならない。

（交付金の概算払）

第８条 交付金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付金の概算払を受け

ようとするときは、三春町文化部活動支援交付金概算払請求書（様式第３号）を町長に提出しな

ければならない。

（実績報告）

第９条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の３月３１日（同日が閉庁日の場合はそ

の直前の開庁日）までに、三春町文化部活動支援交付金実績報告書（様式第４号）を町長に提出

しなければならない。

（交付金の額の確定）

第１０条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該交付事業等の成果が交付金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、規則第１４条に

規定する補助金等交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

（交付決定の取消）

第１１条 町長は、交付決定者が、法令、規則、本要綱等に違反したとき、又は不正その他不適当

な行為をしたときは、交付の決定を取り消すことができるものとし、規則第１０条に規定する補

助金等交付取消通知書により通知するものとする。

（交付金の返還）

第１２条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した

交付金の全部を返還させることができる。

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。
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様式第１号（第６条関係）

年 月 日

三 春 町 長

住所

申請者

氏名

三春町文化部活動支援交付金交付申請書

交付金の交付を受けたいので、三春町文化部活動支援交付金交付要綱第６条の規定により、関

係書類を添えて申請します。

記

添付書類

（１） 規約

（２） 名簿（小中学生等の参加状況がわかるもの）

（３） 事業計画が確認できる書類の写し（総会資料など）

（４） 活動状況が分かる書類（事業実績報告書や写真など）

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

活動の場所

活動内容

総事業費 円

その他



4/6

様式第２号（第７条関係）

三春町指令（文書の記号）第 号

申請者 住 所

氏 名（団体にあっては団体名及び代表者氏名）様

三春町文化部活動支援交付金交付決定通知書

年 月 日付けで提出された三春町文化部活動支援交付金交付申請書に対し、次のとおり

交付金を交付することと決定したので、三春町文化部活動支援交付金交付要綱第７条の規定により通知

します。

年 月 日

三春町長 ㊞

交 付 金 交 付 額 円

交 付 条 件

摘 要
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様式第３号（第８条関係）

年 月 日

三 春 町 長

住所

申請者

氏名 ㊞

三春町文化部活動支援交付金概算払請求書

年 月 日付け三春町指令生涯第 号で交付決定のあった 年度三春町文化部活動支

援交付金について、下記により概算払により交付してくださるよう請求します。

記

１ 概算払交付請求額 円

２ 振込先

金融機関名

支店名

（フリガナ）

口座名義

口座種別

口座番号
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様式第４号（第９条関係）

年 月 日

三 春 町 長

住所

申請者

氏名

三春町文化部活動支援交付金実績報告書

年 月 日付け三春町指令生涯第 号で交付決定のあった 年度三春町文化部活動支

援交付金について、下記のとおり事業を実施したので、三春町文化部活動支援交付金交付要綱第９

条の規定に基づき次のとおり報告します。

記

活動期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

小中学生等の参加状況 小学生 人、中学生 人、高校生 人 計 人

活動内容

定期的な練習及び指導の状況

主催公演等の開催状況

その他公演等への参加状況

交付決定額 変更交付決定額 概算払額 実績額 請求額

円 円 円 円 円


